
※本書類の設定変更は行わないこと 東北福祉カレッジ

サービス管理責任者等　実践研修

提出日 令和 年 月 日

ふりがな

（担当者名：　　　　　　　　）

日

【提出書類】確認の上、レ点をいれてください

サービス管理責任者等 【 実践研修 】申込書・実務経験（見込）証明書　様式１・２（本紙）

サービス管理責任者等　基礎研修（サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者）の修了証の写し

※平成31年度以降の基礎研修修了証書の写し。他都道府県で交付されたものでも構いません。

相談支援従事者初任者研修「講義部分（補足研修）」の修了証の写し

都道府県によっては、サービス管理責任者等基礎研修の修了証内に合わせて記載されている場合もあります。その場合は提出不要です。

※別紙「実務経験（見込）証明書の作成に関する注意事項」を参照の上、不備がないよう書類を作成してください。

※事業所印（法人印）による訂正印がなく訂正された場合、本証明書は無効となります。

※セット受講希望者のみ
希望する専門コース別研修
（セット受講の詳細については、東北福祉カレッジHPをご参照ください）

専門コース別研修「意思決定支援」

専門コース別研修「障害児支援」

専門コース別研修「就労支援」

か月 ※実務経験(見込)証明書が複数枚ある場合は、
合算したものを記載してください。

※法人申込（法人での受講料支払い）の場合は、下記推薦欄を必ずご記載ください。記載がない場合は書類不備となり受講のご案内ができません

推
薦
欄

上記の者を研修受講者として申し込みします

受講者
生年月日

昭和
年 月 日

平成

サービス管理責任者　実践研修 児童発達支援管理責任者　実践研修

　法人代表者氏名

　法人名

上記以外の添付書類（改姓による証明など。詳しくはHPの必要書類をご確認ください）

※代表者職・氏名，事業所印，内定者名，雇用開始日，従事内容等が記載されているものを提出してください。

※いずれの事業所にも所属していない場合、住所地証明として必要です

※記載方法は東北福祉カレッジのホームページを必ずご確認ください。正しく記載されていない場合は、発送が遅れることがございます。

（修了証を原本で発行希望者のみ）届け先記載済のレターパック１通

該
当
者
の
み

※推薦を受ける事業所に、申込時点では所属していないが、既に採用が決定している方のみ必要です。

住民票抄本（原本）

実務経験の確認　　基礎研修修了後の業務従事期間の合計
従事日数合計

※実務経験(見込)証明書(様
式２)の内容を転記

年

※様式２については、各事業所の事業所印または代表者印が押印されていること。

全
員

ご記入いただいた内容は、株式会社中川 東北福祉カレッジの個人情報・特定個人情報保護規程に基づき、適正な管理を行い、当該研修
実施及び修了者名簿の管理業務以外の目的で使用することはありません。

採用内定通知書の写し（任意様式）

様式１

サービス管理責任者等 【 実践研修 】申込書

受講者
氏名

受講者
勤務先
住所

勤務先
電話番号

※日中、連絡が取れる電話番号を入力

※個人申込（個人での受講料支払い）の場合は、勤務先住所ではなく、個人住所および電話番号を記載ください

希望する修了証種別（あてはまる方どちらかに〇を記載）



※本書類の設定変更は行わないこと 東北福祉カレッジ

サービス管理責任者等　実践研修

提出日 令和 年 月 日

※証明者となる方は、法人の代表者、施設・事業所の長等、証明権限がある人です。個人の印ではなく法人印（個人印不可）を使用してください

･なんらかの事由で事業所の確認を受けることができない場合は、当時の雇用契約書、内定書等、勤務していたことが分かる書類を添付してください

・訂正がある場合は、赤字で記載し、訂正印（訂正者の印でも可）を押印してください

・記載内容に虚偽があった場合、事業所担当者との認識に相違があった場合、受講することはできません。受講後に発覚した場合は、修了証が無効となります

業務内容について

【相談支援業務】日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務、その他これに準ずる業務

所　在　地

法　人　名

昭和

平成

〒 -

相談支援の業務

直接支援の業務

職名

具体的
業務内容

（元号） 年 月 日 ～ （元号） 年 月　 日

【上記の業務従事期間内に療養休暇、育児休暇、休職等の業務に従事していない期間がある場合に記載してください】

年 月 日 ～ 年 月　 日

年 月 日 ～ 年 月　 日

年 か月 日

※事業所（種別）・期間ごとに作成してください。

※事業所印（法人印）による訂正印がなく訂正された場合、本証明書は無効となります。

※受講希望者自身が作成した場合、本証明書は無効となります。（受講者が代表者の場合は除く。）

【重要】

年 月

　下記の者の実務経験は、以下のとおりであることを証明します。

生　年　月　日

※休日、有給休暇等を
除き、実際に業務に従
事した日数を記載して
ください。

従事日数

※業務に従事していな
い期間を除き、業務に
従事した年数・月数を
記入してください。

従事年数

　証明書の発行を依頼する際は必ず、本様式と一緒に、審査を希望する都道府県の「実践研修の受講要件となる実務経験一
覧表」と、別紙「実務経験（見込）証明書の作成に関する注意事項」、「記載例」も証明発行担当者に渡してください。

業務従事
期間

　右記を【様式１】に転記する

名　称

実務経験一覧表における業務の区分等　※実務経験一覧表を参照

業務の区分実務経験の種類

※該当するものに〇

受講者氏名

ふりがな

勤務している
（していた）

施設又は事業所

実　務　経　験　（見　込）　証　明　書

東北福祉カレッジ
障害福祉課　研修課　御中

代表者氏名　　　　　　　　　    　　       　　　　　　　　印

電 話 番 号

※別紙「実務経験（見込）証明書の作成に関する注意事項」を参照の上、不備がないよう証明書を作成してください。

日

・事業所や行政によって、指定の実務経験証明書の様式がある場合は、当校の本様式での提出でなくても問題ありません。

【重要】証明書の発行を依頼する際は必ず本様式と一緒に、
別紙「実務経験証明書の作成に関する注意事項」と、「実務経験一覧表」（事業所がある都道府県指定のもの）も証明発行担当者に渡してください。

【直接支援業務】入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びに介護に関する指導を行う業務、その他職業訓練、職業教育に係る業務、動作の指導・知識技能の付与・生活
訓練・訓練等に係る指導業務

複数の施設（事業所）から証明書をもらう場合は、本書をコピーしてください

様式２

所在地

業務内容

サービス管理責任者にあてはまる

児童発達支援管理責任者にあてはまる

事業・施設等の種類



※本書類の設定変更は行わないこと 東北福祉カレッジ

サービス管理責任者等　実践研修
（別紙１）

・ 実務経験証明書は、法人又は事業所等の代表者が被証明者の実務経験について証明してください。

【勤務している（していた）施設又は事業所】

・ 名称の欄については、施設又は事業所の正式名称を記載してください。
事業所（種別）・期間ごとに作成してください。

・ 事業所印（法人印）による訂正印がなく訂正された場合、本証明書は無効となります。

・ 受講希望者が作成した場合、本証明書は無効となります。（受講希望者が代表者の場合は除く。）

・ 事業所印（法人印）による訂正印がなく訂正された場合、本証明書は無効となります。

・ 受講希望者が作成した場合、本証明書は無効となります。（受講希望者が代表者の場合は除く。）

【事業・施設等の種類】

・ 名称の欄については、施設又は事業所の名称を正確に記載してください。

・ 事業・施設等の種類については、都道府県の「実務経験一覧表」の中から該当する福祉サービスの種類を記入してください。

【業務内容】

職名は、業務に従事している（していた）際の職名を記載してください。（例：生活支援員、児童指導員など）

具体的ではない例

　 「放課後等デイサービスにおいて、直接支援業務に従事」 ⇒ ✕

「障害者支援施設において、相談支援業務に従事」 ⇒ ✕

【業務従事期間】

・

・

・

【従事年数】

ある月に１日でも業務に従事していれば、１か月とカウントしてください。

【例】従事期間が１月３１日～３月１日の場合　⇒　３か月

【従事日数】

業務時間が１時間など短時間であっても、１日とカウントしてください。

有給休暇日は賃金が発生するだけで、業務には従事していないため、従事日数には含めません。

例　　令和２年６月１日から令和４年８月29日まで直接支援の業務に従事し、従事日数が380日だった場合

令和２年６月１日から令和４年８月29日まで ⇒ ２年３か月（従事日数：380日）…①

うち、令和３年１月１日から令和３年２月２８日まで病休 ⇒ ２か月(従事期間には含まない)…②

　①２年３か月－②２か月＝２年１か月←従事年数に記載する年数と月数　（従事日数：380日）

【実施回数】

・

・

②　アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。
③　個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案の内容について担当者等から意見を求める。
　　（原案の作成までの一連の業務の場合は、サービス管理責任者等が開催する上記会議への参画）
④　原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。

・

業務従事期間の始期は、基礎研修修了日以後である必要があるため、証明書作成の際には被証明者に基礎研修の修了証書の提示を求
めるなどの方法により、基礎研修の修了日を必ずご確認ください。

個別支援計画の原案の作成までの一連の業務の場合には以下①～③のすべてを、個別支援計画の作成の一連の業務の場合には以下①～⑤の
すべてを行って「１回」とカウントします。

⑤　定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なアセスメント（モニタリング）を行い、少なくとも６月に１回
　　 以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。

６カ月の実務経験により実践研修を受講するためには、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務や個別支援計画の作成の一連の業務を、
業務従事期間中に概ね計１０回以上行っている必要があります。

実務務経験に該当する業務、年数等については、各都道府県の「サービス管理者責任者、児童発達管理責任者の実務経験一覧表」を確認
してください。

①　利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。

⇒例年、同法人内の複数の事業所分を１枚にまとめて記載するなどのケースが散見されます。その場合、事業所ごとに再度証明していただ
くことになりますので、ご注意ください。

業務従事期間内に個別支援計画の原案の作成までの一連の業務や個別支援計画の作成の一連の業務を行った回数を記載してください。

サービス管理責任者実践研修（以下、「実践研修」という。）の受講には、サービス管理責任者基礎研修（以下、「基礎研修」という。）修了日
以後、実践研修受講日前までの間に一定の実務経験が必要となります。

※　上記のように記載された場合、どのような業務内容なのか読み取れません。「要支援児童に対する日常生活における基本
的動作の指導」、「利用者への入浴や排泄、食事の介助」など、できる限り具体的に記載してください。

具体的内容は、従事している（していた）業務が、実務経験一覧表に示す「相談支援の業務」又は「直接支援の業務」に該当しているこ
とがわかるよう、できるかぎり具体的に記載してください。国家資格に基づく業務も同様に、従事した業務の内容をできる限り具体
的に記載してください。

療養休暇、育児休暇、休職等により、「相談支援の業務」、「直接支援の業務」又は国家資格に基づく業務に従事しなかった期間は除い
て計算してください。

業務従事期間内で、週休日等の勤務していない日を除き、実際に「相談支援の業務」または「直接支援の業務」に従事した日数を記載してく
ださい。

実 務 経 験 証 明 書 の 作 成 に 関 す る 注 意 事 項

実務経験一覧表における業務の区分等については、各都道府県の「サービス管理者責任者、児童発達管理責任者の実務経験一覧表」の中か
ら該当するものを選択し、記載してください。


